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☏731-0110 

自転車は子どもから高齢者まで手軽に利用できる便利な乗り物ですが、自動車やバ

イクと同じ「車の仲間」です。 

自転車安全利用五則を守って、安全に利用しましょう。 

○ 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 

○ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

○ 夜間はライトを点灯 

○ 飲酒運転は禁止 

○ ヘルメットを着用 

 

悪質商法の被害に遭わないための防犯ポイント 

悪質業者は、う・そ・つ・き！ 

自転車の安全利用の促進 

 

警察相談専用電話       ＃９１１０ 

又は、最寄り警察署へ相談しましょう。 

少しでも「不安」を感じたら、その場で契約せずに、迷わず相談を！ 

うまい話を信用しない！ 

 うまい話、絶対もうかる話には、必ず大きな落とし穴･･･ 

そうだんする！ 

 ひとりで判断せず、家族・知人・相談機関に相談を 

つられて返事をしない！すぐに契約しない！  

 悪質業者は、言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます 

きっぱり！はっきり！断る！ 

 あいまいな返事をせず、キッパリ！ ハッキリ！ 断る！ 

 




